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1 

 

令和 7年度 第 6回厚真町農業委員会総会議事録 

 

 

令和 7年 9月 30 日（火） 午後 3時 00 分から 

 

2 

 

令和 7年度 第 6回厚真町農業委員会総会を総合福祉センター第2会議室に

招集する。 

 

3 

出席委員 13 名（定員 14 名） 

 

会長 14 番 小谷和宏  職務代理 13 番 高橋宥悦 

 

委員 1 番 早坂信一   2 番 岡嶋修司    3 番 藤本裕一  4 番 上田輝美   

5 番 中島純一  6 番 中島広幸    7 番 長谷川和司 8 番 斉藤 仁  

 10 番 工藤英暢    11 番 安田久美子 12 番 米澤慶一   

 

欠席委員 

9 番 澤田和博 

4 

議事日程 

 

第 1 

第 2 

第 3 

第 4 

第 5 

第 6 

第 7 

 

 

 

 

 

報告第 1号 

報告第 2号 

議案第 1号 

 

議事録署名委員の指名 

会期の決定 

諸般の報告 

農業者年金業務報告 

各諸証明の発行 

現況証明の専決処分 

農地法第 3条の許可処分 

 

5 
議事に参与した者（事務局職員） 

大垣事務局長 石間主査 奥井主事  

事務局（大垣局長） 
ただ今から令和 7年度第 6回総会を開催します。 

 開催にあたりまして、小谷会長よりご挨拶をお願いします。 

小谷会長 【会長挨拶】 

事務局（大垣局長） 

本日の出席委員は、14名中 13名であります。定足数に達しておりますので、

総会は成立していることをご報告いたします。 

それでは、厚真町農業委員会会議規則により、議長は会長が務めることとな

っておりますので、以降の議事進行は小谷会長にお願いいたします。 

6 議 事 

議長 

（小谷会長） 

これより、議事に入ります。（午後 3時 00 分） 

本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 

日程第 1 議事録署名委員の指名を行います。 

厚真町農業委員会会議規則第12条第1項の規定する議事録署名委員ですが、

議長から指名させていただくことに、ご異議ございませんか。 

 【「異議なし」の声あり】 
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議長 

（小谷会長） 

 それでは、米澤委員、高橋職務代理を指名いたします。 

なお、本日の会議書記には、事務局職員の大垣事務局長、石間主査、奥井主

事を指名いたします。 

議長 

（小谷会長） 

 日程第 2 会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

本総会の会期は、本日 1日限りとしたいと思います。 

これに、ご異議ございませんか。 

  【「異議なし」と声あり】 

議長 

（小谷会長） 

「異議なし」と認めます。 

したがって、本総会の会期は、本日 1日限りとすることに決定いたしました。  

議長 

（小谷会長） 

日程第 3 諸般の報告を行います。 

諸般の報告は、お手元に配布のとおりでありますので、報告済みといたしま

す。 

議長 

（小谷会長） 

日程第 4  農業者年金業務報告を行います。 

事務局から、説明をお願いいたします。 

事務局(奥井主事) 

本日配布しております、農業者年金処理台帳をご覧ください。 

9 月分の処理状況でございますが、再加入の農業者年金通常加入申込書 1件、

旧制度の農業者老齢年金裁定請求書 1 件、新規の農業者年金通常加入申込書 1

件、死亡関係届出書 1件、以上の通り処理しております。 

以上で説明を終わります。 

議長 

（小谷会長） 

 事務局の説明が終わりました。 

 この件につきまして、質疑はありませんか。 

 【「ありません」の声あり】 

議長 

（小谷会長） 

質疑なしと認めます。 

したがって、農業者年金業務報告は報告のとおりといたします。 

議長 

（小谷会長） 

日程第 5 報告第 1号 各諸証明の発行を議題といたします。 

事務局より、説明をお願いいたします。 

事務局(奥井主事) 

議案書 1ページをご覧ください。 

報告第 1号 各諸証明の発行について。 

厚真町農業委員会処務規程第4条第1項の規定により下記のとおり発行した

ので報告します。令和 7年 9月 30 日提出、厚真町農業委員会会長。 

証明番号 9番、現況証明を発行しています。以上で報告を終わります。 

議長 

（小谷会長） 

事務局の説明が終わりました。 

これより、報告第 1号に対する質疑を許します。 

何か、ございませんか。 

 【「ありません」と声あり】 

議長 

（小谷会長） 

質疑なしと認めます。したがって、報告第 1号「各諸証明の発行」について

は、報告のとおりといたします。 

議長 

（小谷会長） 

日程第 6 報告第 2号 「現況証明の専決処分」を議題とします。事務局より、

説明をお願いいたします。 

事務局(奥井主事) 

議案書 1ページをご覧ください。 

報告第 2号 各諸証明の発行について。 

厚真町農業委員会現況証明願事務処理内規第 3条第 2項の規定により、下記

の現況証明願を専決処分したので報告する。令和 7 年 9 月 30 日提出、厚真町

農業委員会会長。 

 

1 番 所在 〇〇以下〇筆 公簿地目 原野 申請現況 原野 

地積〇筆合計〇〇㎡ 願出人 〇〇 〇〇外 2 名 3 名の共有地でございま
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す。 所有者 同左 

願出理由、地目変更登記のため、調査結果 農地・採草放牧地以外と判断し

ております。私の方で現地確認しております。 

説明資料 1ページをご覧ください。 

1 ページ目に申請地位置図、2ページ目に地番図、3ページ目に写真図、4～5

ページ目に現地写真になります。以上で報告を終わります。 

議長 

（小谷会長） 

事務局の説明が終わりました。 

これより、報告第 1号に対する質疑を許します。 

何か、ございませんか。 

 【「ありません」と声あり】 

議長 

（小谷会長） 

質疑なしと認めます。したがって、報告第 2号「現況証明の専決処分」につ

いては、報告のとおりといたします。 

議長 

（小谷会長） 

日程第 6 議案第 1 号「農地法第 3 条の許可処分」を議題とします。事務局

より、説明をお願いいたします。 

事務局(奥井主事) 

議案書 3ページでございます。 

議案第 1号 農地法第 3条の許可処分について。 

次のとおり農地法第 3条の許可申請があったので提出いたします。 

令和 7年 9月 30 日提出、厚真町農業委員会会長。 

   

1 番、土地の表示、所在 〇〇 〇〇   

現況地目 畑。地積〇〇㎡。 

売主、〇〇 〇〇。買主、〇〇 〇〇。 

契約内容につきましては、売買でございます。 

10a 当り単価、〇〇円で算出しまして、価格〇〇円でございます。 

説明資料をご覧ください。 

6 ページに申請地の位置図、7ページに地番図、8ページに写真図を載せてお

ります。 

申請地の上にある農地は〇〇さんが耕作しており、地続きの農地となってい

ます。 

また、申請地についても今まで〇〇さんが耕作しています。 

9 ページに調査書でございます。記載の通り農地法第 3 条第 2項の要件には

いずれも該当致しません。 

以上で説明を終わります。 

議長 

（小谷会長） 

事務局の説明が終わりました。これより、議案第 1号に対する質疑を許しま

す。何か、ございませんか。 

 【「ありません」の声あり】 

議長 

（小谷会長） 

質疑なしと認めます。 

それでは、議案第 1号について起立により採決いたします。本件について、

原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。 

 【起立全員】 

議長 

（小谷会長） 

起立全員であります。 

したがって、議案第 1号「農地法第 3条の許可処分」については、原案のと

おり可決されました。 

議長 

（小谷会長） 

以上、本総会に付議された案件の審議は、すべて終了いたしました。 

これをもちまして、令和 7年度第 6回厚真町農業委員会総会を閉会いたしま

す。 

【午後 3時 20分 閉会】 
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※以上の顛末を証するために署名する。 

  令和  年  月  日 

 

議  長（会 長）                 

 

署名委員（米澤委員）                

 

署名委員（高橋職務代理）                


